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１【ファンドの運用状況】

（１）【投資状況】
   平成29年2月28日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

親投資信託受益証券 日本 476,872,036 99.75

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 1,186,933 0.25

 純資産総額  478,058,969 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移

は次の通りです。
  （単位：円）

 純資産総額
基準価額

(１万口当たりの純資産価額)

第55計算期間末日
（平成28年 7月19日）

481,737,719
480,080,961

（分配付）
（分配落）

10,035
10,000

（分配付）
（分配落）

平成28年 2月末日 493,069,472  10,019 

3月末日 490,370,476  10,013 

4月末日 487,905,997  10,014 

5月末日 486,638,582  10,019 

6月末日 481,891,088  10,030 

7月末日 487,464,799  9,986 

8月末日 485,889,557  9,984 

9月末日 485,376,869  10,000 

10月末日 480,717,218  9,990 

11月末日 479,895,385  9,974 

12月末日 478,969,745  9,984 

平成29年 1月末日 478,994,379  9,986 

2月末日 478,058,969  9,994 

 

②【分配の推移】
 １万口当たりの分配金

第55計算期間 34円51銭
 

③【収益率の推移】
 収益率（％）

第55計算期間 0.35

第55計算期間末日から
平成29年2月末日までの期間

△0.06

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末
の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を
乗じて得た数をいう。ただし、第55計算期間末日から平成29年2月末日までの期間については平
成29年2月末日の基準価額から当該基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配
落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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＜参考＞

「公社債投信マザーファンド」

①投資状況
   平成29年2月28日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

特殊債券 日本 601,564,938 6.20

社債券 日本 8,965,047,138 92.32

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 143,731,667 1.48

 純資産総額  9,710,343,743 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

 

 

EDINET提出書類

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)

半期報告書（内国投資信託受益証券）

 3/12



２【設定及び解約の実績】
 設定口数 解約口数 発行済口数

平成29年2月末日前1年間
（平成28年3月1日から

平成29年2月28日までの期間）
8,590,428 22,383,187 478,333,249
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３【ファンドの経理状況】

 

【中間財務諸表】

 

１　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定により、

「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しており

ます。

　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（平成

28年7月20日から平成29年1月19日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査

法人により中間監査を受けております。
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追加型・公社債証券投資信託（７月設定）
（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第 55 期

［ 平成28年7月19日現在 ］

第 56 期中間計算期間末

［ 平成29年1月19日現在 ］

資産の部

流動資産

コール・ローン 3,869,121 1,564,291

親投資信託受益証券 478,627,426 477,899,863

未収入金 2,110 2,003

流動資産合計 482,498,657 479,466,157

資産合計 482,498,657 479,466,157

負債の部

流動負債

未払収益分配金 1,656,758 －

未払解約金 － 11,312

未払受託者報酬 52,841 25,830

未払委託者報酬 694,227 339,835

未払利息 6 2

その他未払費用 13,864 6,792

流動負債合計 2,417,696 383,771

負債合計 2,417,696 383,771

純資産の部

元本等

元本 ※1 480,080,794 ※1 479,715,336

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） ※2 167 ※2 △632,950

元本等合計 480,080,961 479,082,386

純資産合計 480,080,961 479,082,386

負債純資産合計 482,498,657 479,466,157
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第 55 期中間計算期間

自 平成27年 7月22日

至 平成28年 1月21日

第 56 期中間計算期間

自 平成28年 7月20日

至 平成29年 1月19日

営業収益

受取利息 190 －

有価証券売買等損益 427,723 △272,904

営業収益合計 427,913 △272,904

営業費用

支払利息 － 385

受託者報酬 27,391 25,830

委託者報酬 359,694 339,835

その他費用 7,192 6,792

営業費用合計 394,277 372,842

営業利益又は営業損失（△） 33,636 △645,746

経常利益又は経常損失（△） 33,636 △645,746

中間純利益又は中間純損失（△） 33,636 △645,746

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

－ －

期首剰余金又は期首欠損金（△） 437 167

剰余金増加額又は欠損金減少額 － 12,629

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－ 12,629

剰余金減少額又は欠損金増加額 4,788 －

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

4,788 －

分配金 － －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 29,285 △632,950
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評

価しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 
 

第 55 期

［ 平成28年7月19日現在 ］

第 56 期中間計算期間末

［ 平成29年1月19日現在 ］

    
※１期首元本額 518,748,413円 480,080,794円

 期中追加設定元本額 5,106,325円 8,590,428円

 期中一部解約元本額

 

43,773,944円 8,955,886円

※２元本の欠損

純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり

ます。

 

―

 

632,950円

 

３ 受益権の総数

 

480,080,794口 479,715,336口

４ １口当たり純資産額 1.0000円 0.9987円

 （１万口当たり純資産額） （10,000円） （9,987円）
    
 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 
区　分

第 55 期

［ 平成28年7月19日現在 ］

第 56 期中間計算期間末

［ 平成29年1月19日現在 ］

１ 中間貸借対照表計上

額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。 同　左

２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事

項に関する注記）に記載しております。

同　左

  デリバティブ取引は、該当事項はありません。 同　左

  上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期

間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま

す。

同　左

３ 金融商品の時価等に関

する事項についての補

足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ

か、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては

一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なることもあり

ます。

同　左

 

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

 

＜参考＞

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
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「公社債投信マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

 

（１）貸借対照表

  
［ 平成28年7月19日現在 ］ ［ 平成29年1月19日現在 ］

金　額（円） 金　額（円）

資産の部    

流動資産    

コール・ローン  121,815,303 60,996,343

特殊債券  701,632,234 1,002,742,690

社債券  9,316,842,373 8,868,255,156

未収利息  17,390,072 20,511,667

前払費用  3,276,388 266,300

流動資産合計  10,160,956,370 9,952,772,156

資産合計  10,160,956,370 9,952,772,156

負債の部    

流動負債    

未払解約金  3,564,536 5,419,943

未払利息  216 108

流動負債合計  3,564,752 5,420,051

負債合計  3,564,752 5,420,051

純資産の部    

元本等    

元本 ※1 9,309,675,501 9,121,474,082

剰余金    

剰余金又は欠損金（△）  847,716,117 825,878,023

元本等合計  10,157,391,618 9,947,352,105

純資産合計  10,157,391,618 9,947,352,105

負債純資産合計  10,160,956,370 9,952,772,156

（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。

 

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で

評価しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

  ［ 平成28年7月19日現在 ］ ［ 平成29年1月19日現在 ］

    
※１期首 平成27年7月22日 平成28年7月20日

 期首元本額 11,034,927,011円 9,309,675,501円

 期首からの追加設定元本額 29,371,191円 13,877,233円

 期首からの一部解約元本額

 

1,754,622,701円 202,078,652円

 元本の内訳＊   

 追加型・公社債証券投資信託（１月設定） 767,627,017円 745,288,483円

 追加型・公社債証券投資信託（２月設定） 1,485,825,927円 1,469,976,750円

 追加型・公社債証券投資信託（３月設定） 493,826,446円 482,670,476円

 追加型・公社債証券投資信託（４月設定） 845,533,351円 829,129,955円

 追加型・公社債証券投資信託（５月設定） 424,049,852円 398,612,846円

 追加型・公社債証券投資信託（６月設定） 538,287,592円 529,585,459円

 追加型・公社債証券投資信託（７月設定） 438,665,041円 438,239,215円

 追加型・公社債証券投資信託（８月設定） 1,057,751,583円 1,048,396,614円

 追加型・公社債証券投資信託（９月設定） 706,145,561円 702,425,127円

 追加型・公社債証券投資信託（１０月設定） 412,404,199円 407,487,805円

 追加型・公社債証券投資信託（１１月設定） 1,062,657,920円 1,015,477,845円

 追加型・公社債証券投資信託（１２月設定） 1,076,901,012円 1,054,183,507円

 　　　　　　（合　計）

 

9,309,675,501円 9,121,474,082円

２ 受益権の総数

 

9,309,675,501口 9,121,474,082口

３ １口当たり純資産額 1.0911円 1.0905円

 （１万口当たり純資産額） （10,911円） （10,905円）
    
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 区　分 ［ 平成28年7月19日現在 ］ ［ 平成29年1月19日現在 ］

１ 貸借対照表計上額、時

価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。 同　左

２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事

項に関する注記）に記載しております。

同　左

  デリバティブ取引は、該当事項はありません。 同　左

  上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期

間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま

す。

同　左

３ 金融商品の時価等に関

する事項についての補

足説明

当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金

融商品に関する注記）に記載しております。

同　左

 

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。
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４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

半期代替書面については、（http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html）でもご覧いただ

けます。

 

（２）【事業の内容及び営業の状況】

半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。

 
５【委託会社等の経理状況】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。
 
（１）【貸借対照表】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（１）「貸借対照表」の記載のとおりです。
 

（２）【損益計算書】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（２）「損益計算書」の記載のとおりです。

 
（３）【株主資本等変動計算書】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（３）「株主資本等変動計算書」の記載のとお

りです。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

平成29年３月１日

 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

取　締　役　会　御　中

 

PwCあらた有限責任監査法人

 指定有限責任社員
業　務　執　行　社　員

 公認会計士　柴 　毅　印

 

 

 

 

 指定有限責任社員
業　務　執　行　社　員

 公認会計士　大畑　茂　印

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ

られている追加型・公社債証券投資信託（７月設定）の平成28年７月20日から平成29年１月19日までの中間計算期間の中間

財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し

有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報

を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中

間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中

間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部

を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重

要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適

用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する

内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、追加型・公社債証券投資信託（７月設定）の平成29年１月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計

算期間（平成28年７月20日から平成29年１月19日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以　 上

 

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。

 

EDINET提出書類

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)

半期報告書（内国投資信託受益証券）

12/12


	表紙
	本文
	１ファンドの運用状況
	（１）投資状況
	（２）運用実績
	①純資産の推移
	②分配の推移
	③収益率の推移


	２設定及び解約の実績
	３ファンドの経理状況
	中間財務諸表
	（１）中間貸借対照表
	（２）中間損益及び剰余金計算書
	（３）中間注記表


	４委託会社等の概況
	（１）資本金の額
	（２）事業の内容及び営業の状況
	（３）その他

	５委託会社等の経理状況
	（１）貸借対照表
	（２）損益計算書
	（３）株主資本等変動計算書

	監査報告書

